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八

○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
四
百
五
十
八
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
三
十
年
七
月
二
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

変
更
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

　
　

平
成
三
十
年
七
月
五
日

二　

変
更
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

　
　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

エ
イ
エ
ル
エ
ス
大
分

三　

代
表
者
の
氏
名

　
　

三　

浦　

和　

光

四　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

㈱
イ
ン
タ
ー
プ
リ
ン
ツ　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

　
　

大
分
市
大
字
奥
田
三
十
三
番
地
の
五

五　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

　

　

こ
の
法
人
は
、
Ａ
Ｌ
Ｓ
（
エ
イ
エ
ル
エ
ス
）
等
神
経
難
病
に
関
す
る
社
会
啓
発
、
患
者
・
家
族
の
自
己

決
定
を
尊
重
し
た
療
養
環
境
整
備
等
に
関
す
る
事
業
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
患
者
・
家
族
及
び
国
民
の

医
療
福
祉
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六　

定
款
変
更
の
内
容

　
　

役
員
に
関
す
る
事
項
の
変
更

　
　

公
告
の
方
法
の
変
更

大
分
県
告
示
第
四
百
五
十
九
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
三
十
年
七
月
二
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

変
更
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

　
　

平
成
三
十
年
七
月
五
日

二　

変
更
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

　
　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

グ
リ
ー
ン
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
お
お
い
た

三　

代
表
者
の
氏
名

　
　

鬼　

塚　

隆　

子

四　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

大
分
市
高
崎
三
丁
目
六
番
十
一
号

五　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

　

　

こ
の
法
人
は
、
森
林
・
里
山
を
保
護
・
保
全
し
、
自
然
環
境
を
守
る
意
識
を
育
む
た
め
の
人
材
養
成
と

教
育
を
行
い
、
都
市
と
農
山
村
の
交
流
に
よ
り
地
域
社
会
の
活
性
化
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六　

定
款
変
更
の
内
容

　
　

会
員
に
関
す
る
事
項
の
変
更

　
　

役
員
に
関
す
る
事
項
の
変
更

　
　

会
議
に
関
す
る
事
項
の
変
更

　
　

資
産
及
び
会
計
に
関
す
る
事
項
の
変
更

　
　

定
款
の
変
更
に
関
す
る
事
項
の
変
更

　
　

公
告
の
方
法
の
変
更
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大
分
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大
分
県
告
示
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四
百
六
十
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
三
十
年
七
月
二
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

変
更
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

　
　

平
成
三
十
年
七
月
五
日

二　

変
更
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

　
　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

ム
ラ
づ
く
り
Ｎ
Ｐ
Ｏ
風
の
原
っ
ぱ

三　

代
表
者
の
氏
名

　
　

浦　

田　

龍　

次

四　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

由
布
市
湯
布
院
町
川
上
千
五
百
二
十
四
番
地
七

五　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

　

　

こ
の
法
人
は
、
「
農
」
が
持
っ
て
い
る
多
面
的
機
能
を
活
用
し
、
人
が
暮
ら
し
、
生
き
て
い
く
た
め
の

食
、
福
祉
、
教
育
、
環
境
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関
わ
る
総
合
的
な
機
能
を
地
域
に
回
復
し
、
も
っ
て
地
域
の

子
ど
も
た
ち
や
お
年
寄
り
、
障
害
を
持
っ
て
い
る
人
た
ち
、
社
会
に
出
る
こ
と
に
戸
惑
っ
て
い
る
若
者
た

ち
な
ど
の
居
場
所
を
つ
く
り
、
誰
も
が
地
域
の
中
で
安
心
し
て
生
き
ら
れ
る
地
域
共
生
社
会
の
実
現
を
め

ざ
す
。

　

　

こ
れ
ま
で
続
け
ら
れ
て
き
た
湯
布
院
の
様
々
な
ま
ち
づ
く
り
文
化
活
動
に
対
し
て
も
積
極
的
に
連
携
、

支
援
を
行
い
、
地
域
で
の
文
化
、
教
養
、
芸
術
面
に
お
け
る
生
活
の
質
を
高
め
、
内
面
的
に
も
充
実
し
た

豊
か
な
暮
ら
し
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
。

　

　

ま
た
、
地
域
の
安
定
は
地
球
環
境
や
国
際
平
和
と
切
り
離
し
て
は
考
え
ら
れ
ず
、
草
の
根
の
国
際
交
流

な
ど
を
通
じ
て
こ
れ
か
ら
の
地
球
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
国
際
感
覚
を
持
っ
た
地
域
住
民
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

実
現
を
め
ざ
す
。

六　

定
款
変
更
の
内
容

　
　

会
員
に
関
す
る
事
項
の
変
更

　
　

役
員
に
関
す
る
事
項
の
変
更

　
　

会
議
に
関
す
る
事
項
の
変
更

　
　

資
産
及
び
会
計
に
関
す
る
事
項
の
変
更

　
　

定
款
の
変
更
に
関
す
る
事
項
の
変
更

　
　

公
告
の
方
法
の
変
更

大
分
県
告
示
第
四
百
六
十
一
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
三
十
年
七
月
二
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

一　

変
更
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

　
　

平
成
三
十
年
七
月
六
日

二　

変
更
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

　
　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

里
山
保
全
竹
活
用
百
人
会

三　

代
表
者
の
氏
名

　
　

井　

上　
　
　

隆　

四　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

竹
田
市
大
字
会
々
二
千
三
百
三
十
五
番
一

五　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

　

　

こ
の
法
人
は
、
大
分
県
や
竹
田
市
の
地
域
社
会
に
対
し
て
、
農
山
村
に
お
け
る
荒
廃
し
た
里
山
の
環
境

保
全
作
業
と
間
伐
さ
れ
た
モ
ウ
ソ
ウ
チ
ク
や
マ
ダ
ケ
、
そ
の
ほ
か
の
各
種
用
材
を
活
用
す
る
放
置
林
活
用

対
策
事
業
を
行
う
と
と
も
に
竹
の
新
用
途
研
究
開
発
事
業
に
取
組
み
、
地
域
の
経
済
振
興
や
環
境
保
全
に

寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六　

定
款
変
更
の
内
容

　
　

役
員
に
関
す
る
事
項
の
変
更

　
　

会
議
に
関
す
る
事
項
の
変
更

　
　

資
産
及
び
会
計
に
関
す
る
事
項
の
変
更

　
　

定
款
の
変
更
に
関
す
る
事
項
の
変
更

　
　

公
告
の
方
法
の
変
更

大
分
県
告
示
第
四
百
六
十
二
号

　

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請
が
あ
っ
た
。

　

な
お
、
次
の
と
お
り
当
該
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果

に
基
づ
く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　



平
成
三
十
年
七
月
二
十
日

三

大
分
県
報
（
告
示
）

　
　

平
成
三
十
年
七
月
二
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

申
請
の
概
要

　

１　

申
請
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名

　
　
　

佐
伯
市
中
村
南
町
一
番
一
号

　
　
　
　

佐
伯
市
長　

田　

中　

利　

明

　

２　

特
定
事
業
場
の
所
在
地
及
び
名
称

　
　
　

佐
伯
市
大
字
長
谷
字
中
ス
カ
四
千
八
百
九
十
五
番
地
一

　
　
　
　

佐
伯
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
（
仮
称
）

　

３　

設
置
さ
れ
る
特
定
施
設
の
種
類

　
　
　

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
別
表
第
一
第
六
十
六
号
の
四　

　
　

共
同
調
理
場
に
設
置
さ
れ
る
ち
ゅ
う
房
施
設

種

類

ち
ゅ
う
房
施
設

能

力

三
、
〇
〇
〇
食
／
日

工

事

着

手

予

定

年

月

日

平
三
一
・
三
・
二
五

工

事

完

成

予

定

年

月

日

平
三
二
・
三
・
一
五

使

用

開

始

予

定

年

月

日

平
三
二
・
九
・
一

使

用

時

間

間

隔

八
時
～
一
七
時

一

日

当

た

り

の

使

用

時

間

八
時
間

使

用

の

季

節

的

変

動

春
季
・
冬
季
一
四
日
間
、
夏
季
四
〇
日
間
休
み

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量

単

位

通　

常　

の　

値

最　

大　

の　

値

㎥
／
日

五
〇

七
〇

項

目

単

位

通　

常　

の　

値

最　

大　

の　

値

汚

水

等

の

汚

染

状

態

の

値

水

素

イ

オ

ン

濃

度

　
　
　
　
　
　

五
～
九

五
～
九

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
ℓ

　
　
　
　

七
〇
〇

　
　

一
、
〇
〇
〇

化

学

的

酸

素

要

求

量

㎎
／
ℓ

　
　
　
　
　
　

―

　
　
　
　
　
　

―

浮

遊

物

質

量

㎎
／
ℓ

　
　
　
　

五
〇
〇

　
　
　
　

八
〇
〇

窒

素

含

有

量

㎎
／
ℓ

　
　
　



四
〇

　
　
　
　
　

五
五

り

ん

含

有

量

㎎
／
ℓ

五

八　

ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
サ
ン
抽
出
物
質
量

㎎
／
ℓ

一
〇
〇

一
五
〇

　

４　

汚
水
等
の
処
理
の
方
法

種

類

生
物
学
的
処
理
＋
物
理
学
的
処
理

処

理

方

式

膜
分
離
活
性
汚
泥
方
式

能

力

七
〇
㎥
／
日

構

造

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト

主

要

寸

法

流

量

調

整

槽

二
・
四
八
×
一
六
・
〇
五
×
一
・
九
三
ｍ

脱

窒

槽

二
・
四
八
×
六
・
〇
〇
×
二
・
〇
三
ｍ

曝

気

・

膜

分

離

槽

二
・
四
八
×
一
四
・
三
二
×
二
・
〇
三
ｍ

消
毒
・
放
流
ポ
ン
プ
槽

二
・
四
八
×
一
・
一
五
×
一
・
七
八
ｍ

工

事

着

手

予

定

年

月

日

平
三
一
・
三
・
二
五

工

事

完

成

予

定

年

月

日

平
三
二
・
三
・
一
五

使

用

開

始

予

定

年

月

日

平
三
二
・
九
・
一

使

用

時

間

間

隔

連
続

一

日

当

た

り

の

使

用

時

間

二
四
時
間

使

用

の

季

節

的

変

動

春
季
・
冬
季
一
四
日
間
、
夏
季
四
〇
日
間
休
み

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量

単

位

通　

常　

の　

値

最　

大　

の　

値



処

理

前


処

理

後


処

理

前


処

理

後

㎥
／
日



五
〇

　



五
〇



七
〇

　



七
〇

項

目

単

位

通　

常　

の　

値

最　

大　

の　

値



処

理

前


処

理

後


処

理

前


処

理

後

汚

水

水

素

イ

オ

ン

濃

度



五
～
九
五
・
八
～
八
・
六

五
～
九
五
・
八
～
八
・
六

等

の

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
ℓ

　



七
〇
〇

　
　

　

三

一
、
〇
〇
〇

　
　
　



五

汚

染

化

学

的

酸

素

要

求

量

㎎
／
ℓ

―

　

　



二
〇

―

　
　



三
〇

状

態

浮

遊

物

質

量

㎎
／
ℓ

　



五
〇
〇

　
　



二
〇
　
　

八
〇
〇

　
　



三
〇

の

値

窒

素

含

有

量

㎎
／
ℓ



四
〇

　

　



一
五



五
五

　
　



二
〇

り

ん

含

有

量

㎎
／
ℓ



五

　
　

　

二



八

　
　

　

三



平
成
三
十
年
七
月
二
十
日

四

大
分
県
報
（
告
示
）

ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
サ
ン
抽
出
物
質
量

㎎
／
ℓ

一
〇
〇

五

一
五
〇

　

七

種

類

生
物
学
的
処
理

処

理

方

式

接
触
ろ
床
方
式

能

力

三
㎥
／
日

構

造

Ｆ
Ｒ
Ｐ

主

要

寸

法

き

ょ

う

雑

物

除

去

槽

三
・
一
五
八
㎥

嫌

気

ろ

床

槽

三
・
一
七
九
㎥

接

触

ろ

床

槽

一
・
四
三
三
㎥

処

理

水

槽

〇
・
七
三
二
㎥

工

事

着

手

予

定

年

月

日

平
三
一
・
三
・
二
五

工

事

完

成

予

定

年

月

日

平
三
二
・
三
・
一
五

使

用

開

始

予

定

年

月

日

平
三
二
・
九
・
一

使

用

時

間

間

隔

連
続

一

日

当

た

り

の

使

用

時

間

二
四
時
間

使

用

の

季

節

的

変

動

春
季
・
冬
季
一
四
日
間
、
夏
季
四
〇
日
間
休
み

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量

単

位

通　

常　

の　

値

最　

大　

の　

値



処

理

前


処

理

後


処

理
前



処

理

後

㎥
／
日

二

二

三

三

汚

水

等

の

汚

染

状

態

の

値

項

目

単

位

通　

常　

の　

値

最　

大　

の　

値



処

理

前


処

理

後


処

理

前


処

理
後

水

素

イ

オ

ン

濃

度

五
・
八
～
八
・
六
五
・
八
～
八
・
六

五
・
八
～
八
・
六
五
・
八
～
八
・
六

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
ℓ
　

一
五
〇

　
　

七

　

二
〇
〇

　



一
〇

化

学

的

酸

素

要

求

量

㎎
／
ℓ

―

　

一
五

―

　



二
〇

浮

遊

物

質

量

㎎
／
ℓ
　

一
〇
〇

　
　

七

　

一
六
〇

　



一
〇

窒

素

含

有

量

㎎
／
ℓ

　

三
〇

　
　

七

　



四
五

　



一
〇

り

ん

含

有

量

㎎
／
ℓ

―

四
・
五

―

　

　

八

　

５　

排
出
水
の
量
及
び
汚
染
状
態
の
値

排

水

口

名

１№

一

日

当

た

り

の

排

出

水

量

単

位

通　

常　

の　

値

最　

大　

の　

値

㎥
／
日

五
〇

七
〇

項

目

単

位

通　

常　

の　

値

最　

大　

の　

値

水

素

イ

オ

ン

濃

度

　

五
・
八
～
八
・
六

　

五
・
八
～
八
・
六

汚

水

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
ℓ

　
　
　
　
　

三

　
　
　
　
　

五

等

の

化

学

的

酸

素

要

求

量

㎎
／
ℓ

　
　
　
　



二
〇

　
　
　
　



三
〇

汚

染

浮

遊

物

質

量

㎎
／
ℓ

　
　
　
　
　

二
〇

　
　
　
　
　

三
〇

状

態

窒

素

含

有

量

㎎
／
ℓ

　
　
　
　
　

一
五

　
　
　
　
　

二
〇

の

値

り

ん

含

有

量

㎎
／
ℓ

　
　
　
　
　
　

二

　
　
　
　
　
　

三

大

腸

菌

群

数

個
／
㎠

　
　

三
、
〇
〇
〇
以
下

三
、
〇
〇
〇

ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
サ
ン
抽
出
物
質
量

㎎
／
ℓ

　
　
　
　
　
　

五

　
　
　
　
　
　

七

排

水

口

名

２№

一

日

当

た

り

の

排

出

水

量

単

位

通　

常　

の　

値

最　

大　

の　

値

㎥
／
日

二

三

汚

水

等

の

汚

染

状

態

の

値

項

目

単

位

通　

常　

の　

値

最　

大　

の　

値

水

素

イ

オ

ン

濃

度

　

五
・
八
～
八
・
六

　

五
・
八
～
八
・
六

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
ℓ

　
　
　
　
　

七

　
　
　
　

一
〇

化

学

的

酸

素

要

求

量

㎎
／
ℓ

　
　
　
　



一
五

　
　
　
　



二
〇

浮

遊

物

質

量

㎎
／
ℓ

　
　
　
　
　
　

七

　
　
　
　
　

一
〇

窒

素

含

有

量

㎎
／
ℓ

　
　
　
　
　
　

七

　
　
　
　
　

一
〇

り

ん

含

有

量

㎎
／
ℓ

四
・
五

　
　
　
　
　
　

八

大

腸

菌

群

数

個
／
㎠

　
　

三
、
〇
〇
〇
以
下

　
　

三
、
〇
〇
〇



平
成
三
十
年
七
月
二
十
日

五

大
分
県
報
（
告
示
）

二　

事
前
評
価
に
関
す
る
書
面
の
縦
覧
期
間
及
び
縦
覧
場
所

　

１　

縦
覧
期
間　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

平
成
三
十
年
七
月
二
十
日
か
ら
同
年
八
月
十
日
ま
で　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

２　

縦
覧
場
所　
　
　
　
　
　
　
　



　
　
　

大
分
県
生
活
環
境
部
環
境
保
全
課
及
び
佐
伯
市
役
所

大
分
県
告
示
第
四
百
六
十
三
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

平
成
三
十
年
七
月
二
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

杵
築
市
大
田
俣
水
字
ト
ン
バ
四
六
五
二
番
四

二　

指
定
の
目
的

　
　

水
源
の
涵か

ん

養

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

㈡　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
そ
の
他
特
別
の
場
合
の
伐
採
に
係
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産
部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
東

部
振
興
局
並
び
に
杵
築
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

大
分
県
告
示
第
四
百
六
十
四
号

　

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
有

水
面
の
埋
立
て
の
免
許
の
出
願
が
あ
っ
た
。

　

な
お
、
そ
の
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
七
月
二
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

一　

出
願
の
年
月
日

　
　

平
成
三
十
年
七
月
五
日

二　

出
願
人
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

　
　
　

大
分
県

　
　
　
　

代
表
者　

大
分
県
知
事　

広　

瀬　

勝　

貞

三　

埋
立
て
の
区
域

　

１　

位
置

　
　
　

第
一
区
域

　
　
　

津
久
見
市
大
字
四
浦
字
鳩
浦
一
五
三
五
番
二
の
地
先
の
国
有
海
浜
地
先
の
公
有
水
面
及
び
一
五
三
三

　
　

番
四
の
地
先
の
公
有
水
面

　
　
　

第
二
区
域

　
　
　

津
久
見
市
大
字
四
浦
字
鳩
浦
一
五
三
三
番
五
及
び
一
五
〇
二
番
六
の
地
先
の
国
有
海
浜
地
先
の
公
有

　
　

水
面
並
び
に
一
五
〇
二
番
二
の
地
先
の
公
有
水
面

　

２　

区
域

　
　
　

第
一
区
域

　
　

　

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
17
の
地
点
と
１
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
二
十
八
年
秋
分
の
満
潮

位
（
Ｄ
・
Ｌ
・
プ
ラ
ス
一
・
八
一
六
メ
ー
ト
ル
、
Ｔ
・
Ｐ
・
プ
ラ
ス
〇
・
八
四
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る

公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

　
　

１
の
地
点　

臼
杵
市
に
あ
る
国
土
地
理
院
大
峰
三
等
三
角
点
（
北
緯
三
三
度
〇
三
分
三
三
秒
〇
二
七
〇
、

東
経
一
三
一
度
五
七
分
〇
七
秒
三
二
三
五
（
以
下
「
基
点
」
と
い
う
。
）
）
か
ら
一
四
度
四

九
分
二
〇
秒
八
八
四
・
二
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

２
の
地
点　

１
の
地
点
か
ら
二
二
四
度
三
五
分
〇
一
秒
一
七
・
二
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

３
の
地
点　

２
の
地
点
か
ら
二
二
四
度
四
七
分
五
九
秒
二
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

４
の
地
点　

３
の
地
点
か
ら
二
二
五
度
五
三
分
三
六
秒
一
九
・
六
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

５
の
地
点　

４
の
地
点
か
ら
二
二
八
度
四
二
分
四
六
秒
四
・
四
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

６
の
地
点　

５
の
地
点
か
ら
二
二
九
度
五
三
分
四
六
秒
五
・
〇
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

７
の
地
点　

６
の
地
点
か
ら
二
三
三
度
二
八
分
四
二
秒
九
・
六
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

８
の
地
点　

７
の
地
点
か
ら
二
三
六
度
四
八
分
五
九
秒
九
・
五
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

９
の
地
点　

８
の
地
点
か
ら
二
四
〇
度
一
九
分
一
一
秒
九
・
六
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

10
の
地
点　

９
の
地
点
か
ら
二
四
三
度
五
一
分
四
〇
秒
九
・
五
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

11
の
地
点　

10
の
地
点
か
ら
二
四
七
度
三
六
分
五
三
秒
九
・
六
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点



平
成
三
十
年
七
月
二
十
日

六

大
分
県
報
（
告
示
）

　
　

12
の
地
点　

11
の
地
点
か
ら
二
五
一
度
〇
六
分
二
四
秒
九
・
五
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

13
の
地
点　

12
の
地
点
か
ら
二
五
四
度
二
一
分
三
三
秒
九
・
六
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

14
の
地
点　

13
の
地
点
か
ら
二
五
七
度
五
五
分
一
八
秒
八
・
九
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

15
の
地
点　

14
の
地
点
か
ら
二
六
一
度
四
五
分
五
二
秒
四
・
六
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

16
の
地
点　

15
の
地
点
か
ら
二
六
二
度
二
八
分
一
六
秒
五
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

17
の
地
点　

16
の
地
点
か
ら
二
六
七
度
一
三
分
三
八
秒
七
・
四
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

第
二
区
域

　
　
　

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
59
の
地
点
と
48
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
二
十
八
年
秋
分
の
満
潮

　
　

位
（
Ｄ
・
Ｌ
・
プ
ラ
ス
一
・
八
一
六
メ
ー
ト
ル
、
Ｔ
・
Ｐ
・
プ
ラ
ス
〇
・
八
四
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る

　
　

公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

　
　

48
の
地
点　

基
点
か
ら
〇
度
四
七
分
一
二
秒
七
七
二
・
三
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

49
の
地
点　

48
の
地
点
か
ら
二
六
七
度
三
三
分
四
五
秒
一
〇
・
〇
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

50
の
地
点　

49
の
地
点
か
ら
二
七
四
度
〇
五
分
五
二
秒
九
・
一
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

51
の
地
点　

50
の
地
点
か
ら
二
七
八
度
一
七
分
二
〇
秒
八
・
八
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

52
の
地
点　

51
の
地
点
か
ら
二
八
三
度
二
一
分
一
六
秒
九
・
四
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

53
の
地
点　

52
の
地
点
か
ら
二
八
五
度
三
四
分
五
三
秒
九
・
二
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

54
の
地
点　

53
の
地
点
か
ら
二
五
六
度
五
六
分
〇
三
秒
五
・
〇
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

55
の
地
点　

54
の
地
点
か
ら
二
九
〇
度
〇
九
分
四
九
秒
一
五
・
七
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

56
の
地
点　

55
の
地
点
か
ら
二
八
九
度
五
九
分
一
一
秒
二
〇
・
四
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

57
の
地
点　

56
の
地
点
か
ら
二
八
四
度
一
九
分
〇
八
秒
五
・
六
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

58
の
地
点　

57
の
地
点
か
ら
二
七
九
度
一
二
分
一
八
秒
一
五
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

59
の
地
点　

58
の
地
点
か
ら
二
七
五
度
〇
九
分
〇
五
秒
〇
・
六
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

３　

面
積

　
　
　

第
一
区
域

　
　
　

二
九
一
・
五
六
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　
　

第
二
区
域

　
　
　

四
四
二
・
五
七
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　
　

合
計

　
　
　

七
三
四
・
一
三
平
方
メ
ー
ト
ル

四　

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

　

１　

位
置

　
　
　

津
久
見
市
大
字
四
浦
字
鳩
浦
七
四
八
〇
番
二
か
ら
一
五
三
五
番
二
を
経
て
一
四
九
六
番
一
七
に
至
る

　
　

間
の
地
先
の
公
有
水
面

　

２　

区
域

　
　

　

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
Ａ
の
地
点
と
AN
の
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区

域

　
　

Ａ
の
地
点　

基
点
か
ら
九
度
二
九
分
三
六
秒
九
二
一
・
二
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

Ｂ
の
地
点　

Ａ
の
地
点
か
ら
二
一
二
度
一
三
分
二
四
秒
九
・
八
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

Ｃ
の
地
点　

Ｂ
の
地
点
か
ら
二
四
二
度
五
九
分
二
六
秒
九
四
・
二
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

Ｄ
の
地
点　

Ｃ
の
地
点
か
ら
二
六
五
度
五
三
分
四
七
秒
一
六
〇
・
七
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

Ｅ
の
地
点　

Ｄ
の
地
点
か
ら
二
六
八
度
〇
五
分
〇
九
秒
三
九
・
七
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

Ｆ
の
地
点　

Ｅ
の
地
点
か
ら
一
七
八
度
二
七
分
三
七
秒
七
一
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

Ｇ
の
地
点　

Ｆ
の
地
点
か
ら
九
〇
度
五
七
分
〇
八
秒
一
八
・
〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

Ｈ
の
地
点　

Ｇ
の
地
点
か
ら
五
九
度
五
七
分
一
四
秒
一
〇
・
五
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

Ｉ
の
地
点　

Ｈ
の
地
点
か
ら
八
二
度
一
二
分
二
〇
秒
一
三
・
〇
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

Ｊ
の
地
点　

Ｉ
の
地
点
か
ら
九
八
度
二
八
分
三
七
秒
七
・
四
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

Ｋ
の
地
点　

Ｊ
の
地
点
か
ら
一
一
二
度
二
三
分
五
五
秒
二
二
・
二
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

Ｌ
の
地
点　

Ｋ
の
地
点
か
ら
八
八
度
二
一
分
三
二
秒
一
一
・
三
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

Ｍ
の
地
点　

Ｌ
の
地
点
か
ら
一
〇
九
度
五
九
分
二
六
秒
三
九
・
三
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

Ｎ
の
地
点　

Ｍ
の
地
点
か
ら
一
〇
四
度
一
七
分
四
二
秒
五
・
一
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

Ｏ
の
地
点　

Ｎ
の
地
点
か
ら
九
五
度
三
一
分
二
二
秒
八
・
四
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

Ｐ
の
地
点　

Ｏ
の
地
点
か
ら
八
度
〇
四
分
五
五
秒
二
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

Ｑ
の
地
点　

Ｐ
の
地
点
か
ら
九
〇
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
八
・
八
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

Ｒ
の
地
点　

Ｑ
の
地
点
か
ら
八
七
度
二
八
分
四
九
秒
一
一
・
九
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

Ｓ
の
地
点　

Ｒ
の
地
点
か
ら
八
五
度
三
八
分
五
三
秒
二
五
・
〇
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

Ｔ
の
地
点　

Ｓ
の
地
点
か
ら
一
七
六
度
二
六
分
四
四
秒
二
・
三
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

Ｕ
の
地
点　

Ｔ
の
地
点
か
ら
八
六
度
一
九
分
三
四
秒
四
・
〇
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

Ｖ
の
地
点　

Ｕ
の
地
点
か
ら
三
五
五
度
〇
七
分
四
六
秒
二
・
八
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

Ｗ
の
地
点　

Ｖ
の
地
点
か
ら
八
六
度
〇
五
分
二
〇
秒
四
六
・
四
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

Ｘ
の
地
点　

Ｗ
の
地
点
か
ら
一
〇
三
度
一
一
分
四
二
秒
九
・
三
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

Ｙ
の
地
点　

Ｘ
の
地
点
か
ら
一
六
八
度
三
七
分
〇
二
秒
四
・
五
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

Ｚ
の
地
点　

Ｙ
の
地
点
か
ら
八
二
度
四
五
分
〇
二
秒
九
・
七
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

AA
の
地
点　

Ｚ
の
地
点
か
ら
七
〇
度
三
四
分
五
九
秒
二
四
・
九
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

AB
の
地
点　

AA
の
地
点
か
ら
六
二
度
五
四
分
二
〇
秒
二
八
・
六
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点



平
成
三
十
年
七
月
二
十
日

七

大
分
県
報
（
告
示
・
公
告
）

　
　

AC
の
地
点　

AB
の
地
点
か
ら
二
二
度
三
一
分
一
一
秒
二
・
八
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

AD
の
地
点　

AC
の
地
点
か
ら
五
三
度
五
六
分
四
八
秒
四
・
一
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

AE
の
地
点　

AD
の
地
点
か
ら
六
六
度
〇
三
分
五
三
秒
二
三
・
九
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

AF
の
地
点　

AE
の
地
点
か
ら
三
九
度
〇
三
分
二
三
秒
一
・
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

AG
の
地
点　

AF
の
地
点
か
ら
五
九
度
二
一
分
二
七
秒
二
八
・
二
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

AH
の
地
点　

AG
の
地
点
か
ら
三
二
三
度
一
九
分
四
三
秒
三
・
一
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

AI
の
地
点　

AH
の
地
点
か
ら
三
四
〇
度
五
一
分
二
三
秒
三
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

AJ
の
地
点　

AI
の
地
点
か
ら
四
三
度
三
一
分
二
四
秒
一
二
・
〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

AK
の
地
点　

AJ
の
地
点
か
ら
四
八
度
二
六
分
〇
〇
秒
一
〇
・
一
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

AL
の
地
点　

AK
の
地
点
か
ら
三
三
〇
度
二
八
分
五
一
秒
三
・
五
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

AM
の
地
点　

AL
の
地
点
か
ら
四
六
度
五
二
分
二
三
秒
一
九
・
八
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

AN
の
地
点　

AM
の
地
点
か
ら
三
一
八
度
一
一
分
一
三
秒
二
三
・
九
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

３　

面
積

　
　
　

三
三
、
六
〇
七
・
二
七
平
方
メ
ー
ト
ル

五　

埋
立
地
の
用
途

　
　

道
路
用
地
、
護
岸
用
地

六　

縦
覧
の
場
所

　
　

大
分
県
農
林
水
産
部
漁
港
漁
村
整
備
課
及
び
津
久
見
市
役
所

七　

縦
覧
の
期
間

　
　

平
成
三
十
年
七
月
二
十
日
か
ら

　
　

平
成
三
十
年
八
月
九
日
ま
で

○
公
　
　
　
　
　
告

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開
発
区
域
の

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
検
査
済
証
を
交
付
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
七
月
二
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

一　

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

　

　

豊
後
高
田
市
呉
崎
字
宝
山
十
六
番
一
ほ
か
十
七
筆
及
び
十
二
番
六
ほ
か
二
筆
の
各
一
部
並
び
に
十
五

番
の
地
先
里
道
並
び
に
玉
津
字
宮
ノ
下
千
六
百
十
三
番
ほ
か
七
筆

二　

開
発
区
域
の
面
積

　
　

一
万
六
千
八
百
二
十
二
・
四
四
平
方
メ
ー
ト
ル

三　

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称
・
氏
名

　
　

福
岡
県
福
岡
市
東
区
多
の
津
一
丁
目
十
二
番
二
号

　
　
　

株
式
会
社
ト
ラ
イ
ア
ル
カ
ン
パ
ニ
ー

　
　
　
　

代
表
取
締
役　

楢
木
野　

仁　

司

四　

完
了
検
査
年
月
日

　
　

平
成
三
十
年
六
月
二
十
六
日

　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百

七
十
二
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
調
達
契
約
（
以
下
「
特
定
調
達
契
約
」
と
い
う
。
）
の
締
結
が
見
込
ま

れ
る
の
で
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。　
　
　
　

　
　

平
成
三
十
年
七
月
二
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
立
病
院
長　
　

井　
　
　

上　
　
　

敏　
　
　

郎

一　

調
達
を
す
る
物
品
等
の
種
類

　

　

一
般
エ
ッ
ク
ス
線
撮
影
デ
ジ
タ
ル
シ
ス
テ
ム
一
式
（
本
体
及
び
周
辺
機
器
の
搬
入
・
設
置
、
現
有
機
器

の
撤
去
・
処
分
、
設
備
工
事
並
び
に
保
守
委
託
を
含
む
。
）

二　

競
争
入
札
の
参
加
者
の
資
格

　

１　

競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

　
　

㈠　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す

る
者
に
該
当
す
る
場
合

　
　

㈡　

営
業
に
関
し
、
許
可
、
認
可
等
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
得
て
い
な
い
場
合

　
　

㈢　

県
税
を
滞
納
し
て
い
る
場
合

　
　

㈣　

営
業
年
数
が
一
年
未
満
の
場
合

　
　

㈤　

経
営
者
等
（
法
人
に
あ
っ
て
は
役
員
、
支
配
人
又
は
営
業
所
の
代
表
者
、
個
人
に
あ
っ
て
は
そ
の

者
、
支
配
人
又
は
営
業
所
の
代
表
者
を
い
う
。
）
が
、
暴
力
団
関
係
者
（
暴
力
団
員
（
暴
力
団
員
に

よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規

定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
暴
力
団
（
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
暴
力
団
員
と
交
わ
り
を
持
つ
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
場

合

　
　

㈥　

暴
力
団
関
係
企
業
等
（
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
が
経
営
を
支
配
し
、
又
は
利
用
し
て
い
る
と
認
め

ら
れ
る
企
業
又
は
団
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合

　

２　

資
格
審
査
事
項
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　



平
成
三
十
年
七
月
二
十
日

八

大
分
県
報
（
公
告
）

　
　

㈠　

年
間
契
約
実
績
（
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
調
達
契
約
の
入
札
日
（
以
下

「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
営
業
年
度
の
直
前
の
営
業
年
度
（
決
算
が
基
準
日
ま
で
に
確
定

し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
決
算
の
確
定
し
て
い
る
営
業
年
度
。
以
下
「
基
準
年
度
」
と
い
う
。
）

の
販
売
等
の
実
績
を
い
う
。
）

　
　

㈡　

経
営
規
模

　
　
　

ア　

自
己
資
本
額
（
基
準
年
度
の
決
算
に
お
け
る
自
己
資
本
金
の
額
を
い
う
。
）

　
　
　

イ　

従
業
員
数
（
基
準
日
の
前
日
に
お
け
る
営
業
に
従
事
す
る
者
の
数
を
い
う
。
）

　
　
　

ウ　

機
械
設
備
等
（
基
準
年
度
の
決
算
に
お
け
る
機
械
設
備
等
の
保
有
状
況
を
い
う
。
物
品
の
製
造

を
業
と
す
る
者
に
限
る
。
）

　
　

㈢　

営
業
年
数
（
基
準
日
の
前
日
ま
で
の
営
業
年
数
を
い
う
。
）

　
　

㈣　

流
動
比
率
（
基
準
年
度
の
決
算
に
お
け
る
流
動
資
産
の
額
を
流
動
負
債
の
額
で
除
し
て
得
た
数
値

　
　
　

を
百
分
率
で
表
し
た
も
の
を
い
う
。
）

三　

入
札
を
希
望
す
る
者
の
資
格
審
査
申
請
の
方
法
等

　

１　

申
請
の
方
法

　
　

　

病
院
所
定
の
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
及
び
添
付
書
類
を
大
分
県
立
病
院
長
に
提
出
す
る
も

の
と
す
る
。

　

２　

申
請
書
の
提
出
先
及
び
問
合
せ
先

　
　
　

大
分
県
立
病
院
事
務
局
会
計
管
理
課
物
品
管
理
班

　
　
　

〒
八
七
〇
―
八
五
一
一　

大
分
市
大
字
豊
饒
四
百
七
十
六
番
地

　
　
　

電
話　

○
九
七
―
五
四
六
―
七
三
〇
二

　

３　

申
請
の
時
期

　
　

　

平
成
三
十
年
七
月
二
十
日
か
ら
同
年
八
月
二
十
八
日
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。
）
と
す
る
。
な
お
、

申
請
者
が
期
日
以
降
に
申
請
を
希
望
す
る
場
合
は
、
そ
の
後
も
随
時
に
受
け
付
け
る
が
、
入
札
に
間
に

合
わ
な
い
場
合
が
あ
る
。

四　

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間

　
　

資
格
を
取
得
し
た
日
か
ら
平
成
三
十
年
九
月
三
十
日
ま
で
と
す
る
。　
　



五　

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
の
入
手
方
法

　
　

三
の
２
の
場
所
に
お
い
て
交
付
す
る
。

六　

入
札
参
加
資
格
の
取
消
し
等

　

１　

入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
が
次
の
㈠
か
ら
㈣
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
そ
の
他
大
分

県
立
病
院
長
が
必
要
と
認
め
る
場
合
は
、
当
該
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
、
又
は
そ
の
事
実
が
あ
っ

た
後
三
年
間
の
範
囲
内
で
大
分
県
立
病
院
長
が
定
め
る
期
間
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
が
あ

る
。

　
　

㈠　

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
と
判
明
し
た
場
合

　
　

㈡　

二
の
１
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
の
㈠
か
ら
㈥
ま
で
の
事
由
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
と
判
明
し
た
場
合

　
　

㈢　

競
争
入
札
参
加
資
格
申
請
書
又
は
添
付
書
類
に
虚
偽
の
記
載
を
し
、
そ
の
事
実
が
競
争
入
札
参
加

　
　
　

資
格
取
得
後
に
判
明
し
た
場
合

　
　

㈣　

競
争
入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
者
が
、
贈
賄
等
に
よ
り
逮
捕
さ
れ
、
若
し
く
は
起
訴
さ
れ
、
又
は

暴
力
団
関
係
者
若
し
く
は
暴
力
団
関
係
企
業
等
に
対
し
て
、
金
銭
、
物
品
そ
の
他
財
産
上
の
利
益
を

与
え
た
と
判
明
し
た
場
合

　

２　

１
に
よ
り
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者

　
　

に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
の
で
公
告
す
る
。

　
　
平
成
30年
７
月
20日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
分
県
立
病
院
長
　
　
井
　
　
　
上
　
　
　
敏
　
　
　
郎

１
　
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

　
⑴
　
調
達
を
す
る
物
品
等
の
種
類
及
び
予
定
数
量

　
　
　
一
般
エ
ッ
ク
ス
線
撮
影
デ
ジ
タ
ル
シ
ス
テ
ム
一
式
（
本
体
及
び
周
辺
機
器
の
搬
入
・
設
置
、
現
有
機

器
の
撤
去
・
処
分
、
設
備
工
事
並
び
に
保
守
委
託
を
含
む
。
）

　
⑵
　
納
入
期
限
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
平
成
31年
３
月
29日
（
金
）

　
⑶
　
納
入
場
所

　
　
　
大
分
県
立
病
院

２
　
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項

　
⑴
　
競
争
入
札
参
加
資
格

　
　
　
大
分
県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
製
造
の
請
負
及
び
買
入
れ
等
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必

要
な
資
格
を
得
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

　
⑵
　
申
請
の
方
法

　
　
　
上
記
⑴
に
掲
げ
る
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
で
入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査

申
請
書
に
必
要
書
類
を
添
付
し
て
提
出
す
る
こ
と
。

　
⑶
　
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
の
入
手
先
及
び
問
合
せ
先



平
成
三
十
年
七
月
二
十
日

九

大
分
県
報
（
公
告
）

　
　
　
大
分
県
立
病
院
事
務
局
会
計
管
理
課
物
品
管
理
班

　
　
　
〒
870－

8511　
大
分
市
大
字
豊
饒
476番

地

　
　
　
電
話
　
097－

546－
7302

３
　
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
を
有
す
る
か
ど
う
か
の
審
査
を
申
請
す
る
時
期
及
び
場
所

　
⑴
　
申
請
の
時
期

　
　
　
平
成
30年
７
月
20日
（
金
）
か
ら
同
年
８
月
28日
（
火
）
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民
の
祝

日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
23年

法
律
第
178号

）
に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。
）
の
午
前
９
時
か
ら
午

後
５
時
ま
で
。

　
　
　
な
お
、
申
請
者
が
期
日
以
降
に
申
請
を
希
望
す
る
場
合
は
、
そ
の
後
も
随
時
に
受
け
付
け
る
が
、
入

札
に
間
に
合
わ
な
い
場
合
が
あ
る
。

　
⑵
　
申
請
書
の
提
出
先

　
　
　
上
記
２
の
⑶
に
同
じ

４
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
及
び
日
時

　
⑴
　
場
所

　
　
　
大
分
県
立
病
院
事
務
局
会
計
管
理
課
物
品
管
理
班

　
　
　
〒
870－

8511　
大
分
市
大
字
豊
饒
476番

地

　
　
　
電
話
　
097－

546－
7302

　
⑵
　
日
時

　
　
　
平
成
30年
７
月
20日
（
金
）
か
ら
同
年
８
月
28日
（
火
）
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民
の
祝

日
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。
）
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
。

５
　
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
及
び
日
時

　
　
上
記
４
に
同
じ

６
　
競
争
入
札
参
加
条
件

　
⑴
　
大
分
県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
製
造
の
請
負
及
び
買
入
れ
等
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必

要
な
資
格
を
得
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

　
⑵
　
自
己
又
は
自
己
の
役
員
等
が
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
及
び
次
に
掲
げ
る
者

　
　
が
、
そ
の
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　
　
　
な
お
、
資
格
要
件
確
認
の
た
め
、
大
分
県
警
察
本
部
に
照
会
す
る
場
合
が
あ
る
。

　
　
ア
　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
77号
）

第
２
条
第
２
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

　
　
イ
　
暴
力
団
員
（
同
法
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

　
　
ウ
　
暴
力
団
員
が
役
員
と
な
っ
て
い
る
事
業
者

　
　
エ
　
暴
力
団
員
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
そ
の
者
を
雇
用
し
、
又
は
使
用
し
て
い
る
者

　
　
オ
　
暴
力
団
員
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
そ
の
者
と
下
請
契
約
又
は
資
材
、
原
材
料
の
購
入
契
約

等
を
締
結
し
て
い
る
者

　
　
カ
　
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
に
経
済
上
の
利
益
又
は
便
宜
を
供
与
し
て
い
る
者

　
　
キ
　
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
と
社
会
通
念
上
ふ
さ
わ
し
く
な
い
交
際
を
有
す
る
な
ど
社
会
的
に
非
難
さ

れ
る
関
係
を
有
し
て
い
る
者

　
　
ク
　
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
こ
れ
ら
を
利
用
し
て
い
る
者

７
　
入
札
書
及
び
契
約
の
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

　
⑴
　
使
用
言
語
　
日
本
語

　
⑵
　
通
　
　
貨
　
日
本
国
通
貨

８
　
入
札
書
の
提
出
場
所
及
び
提
出
期
限

　
⑴
　
提
出
場
所
　
大
分
県
立
病
院
事
務
局
会
計
管
理
課
物
品
管
理
班
　

　
⑵
　
提
出
期
限
　
平
成
30年
８
月
29日
（
水
）
午
前
９
時
20分

　
　
　
　
　
　
　
　
た
だ
し
、
郵
送
の
場
合
は
、
同
月
28日
（
火
）
午
後
５
時
ま
で
に
必
着
の
こ
と
。

９
　
開
札
の
場
所
、
日
時
等

　
⑴
　
開
札
場
所
　
大
分
県
立
病
院
３
階
　
地
域
医
療
室

　
⑵
　
日
　
　
時
　
平
成
30年
８
月
29日
（
水
）
午
前
９
時
20分

　
⑶
　
再
度
入
札
　
開
札
し
た
場
合
に
お
い
て
、
落
札
者
が
い
な
い
と
き
は
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

22年
政
令
第
16号

）
第
167
条
の
８
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
再
度
の
入
札
を
行
う
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
再
度
の
入
札
は
、
１
回
を
限
度
と
し
、
入
札
者
又
は
そ
の
代
理
人
の
全

て
が
立
ち
会
っ
て
い
る
場
合
は
直
ち
に
そ
の
場
で
、
郵
便
に
よ
る
入
札
を
含
む
場
合
は
別

に
定
め
る
場
所
及
び
日
時
に
行
う
も
の
と
す
る
。

10　
入
札
保
証
金
に
関
す
る
事
項

　
　
見
積
金
額
の
100分

の
５
以
上
の
入
札
保
証
金
を
納
付
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
落
札
者
が
契
約
を
締
結

し
な
い
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
入
札
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
の
納
付
が

免
除
さ
れ
る
。

11　
契
約
保
証
金
に
関
す
る
事
項

　
　
契
約
金
額
の
100分

の
10以

上
の
契
約
保
証
金
を
納
付
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
場
合
は
、
契
約
保

証
金
の
全
部
又
は
一
部
の
納
付
が
免
除
さ
れ
る
。

　
⑴
　
保
険
会
社
と
の
間
に
大
分
県
立
病
院
長
を
被
保
険
者
と
す
る
履
行
保
証
保
険
契
約
を
締
結
し
た
と

き
。

　
⑵
　
過
去
２
年
間
に
国
又
は
都
道
府
県
と
種
類
及
び
規
模
を
ほ
ぼ
同
じ
く
す
る
契
約
を
数
回
以
上
締
結



平
成
三
十
年
七
月
二
十
日

一
〇

大
分
県
報
（
公
告
）

し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
を
全
て
誠
実
に
履
行
し
た
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
者
が
契
約
を
締
結
し
な
い
こ
と

と
な
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

12　
入
札
の
無
効

　
　
大
分
県
契
約
事
務
規
則
（
昭
和
39年
大
分
県
規
則
第
22号
）
第
27条
に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に

掲
げ
る
事
項
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
は
無
効
と
す
る
。

　
　
な
お
、
無
効
入
札
を
し
た
者
は
、
再
度
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
。

　
⑴
　
金
額
の
記
載
が
な
い
も
の

　
⑵
　
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
も
の

　
⑶
　
入
札
書
が
所
定
の
場
所
及
び
日
時
に
到
達
し
な
い
と
き
。

　
⑷
　
入
札
書
に
入
札
者
又
は
そ
の
代
理
人
の
記
名
が
な
く
、
入
札
者
が
判
明
で
き
な
い
と
き
。

　
⑸
　
誤
字
及
び
脱
字
等
に
よ
り
、
必
要
事
項
が
確
認
で
き
な
い
と
き
。

13　
落
札
者
の
決
定
の
方
法

　
⑴
　
有
効
な
入
札
書
を
提
出
し
た
者
で
、
大
分
県
契
約
事
務
規
則
第
23条
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
予

定
価
格
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
入
札
を
し
た
も
の
を
落
札
者
と
す
る
。

　
⑵
　
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入
札
を
し
た
者
が
２
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
、
当
該
入
札
者
に
く

じ
を
引
か
せ
て
落
札
者
を
決
定
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
入
札
者
の
う
ち
く
じ
を
引
か
な
い

者
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
に
代
え
て
、
当
該
入
札
事
務
に
関
係
の
な
い
職
員
に
く
じ
を
引
か
せ
る
も
の

と
す
る
。

14　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称

　
　
上
記
２
の
⑶
に
記
載
す
る
部
局
と
す
る
。

15　
そ
の
他

　
　
こ
の
調
達
は
、
世
界
貿
易
機
関
（
Ｗ
Ｔ
Ｏ
）
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
。

16　
S
u
m
m
ary

　
⑴
　
N
atu
re　
an
d
　
q
u
an
tity
　
of　
th
e　
p
rod
u
cts　

to　
b
e　
p
u
rch
ased

　
　
　
D
ig
ital　

R
ad
iog
rap
h
y
　
D
ata　

P
rocessin

g
　
an
d
　
N
etw
ork
　
S
y
stem

　
　
　
Q
u
an
tity
：
１
set

　
⑵
　
D
eliv
ery
　
D
ead
lin
e

　
　
　
M
arch
29,2019

　
⑶
　
D
eliv
ery
　
P
lace

　
　
　
O
ita　

P
refectu

ral　
H
osp
ital

　
⑷
　
T
im
e　
lim
it　
for　

ten
d
er

　
　
　
9:20a.m

.A
u
g
u
st29,2018

　
⑸
　
C
on
tact　

offi
ce　
for　

con
tract

　
　
　
S
u
p
p
lies　

an
d
　
P
rop
erty
　
M
an
ag
em
en
t　
S
ection

　
　
　
A
ccou

n
tin
g
　
M
an
ag
em
en
t　
D
iv
ision

　
　
　
O
ita　

P
refectu

ral　
H
osp
ital

　
　
　
476　

B
u
n
y
ou
,O
ita　

C
ity
　
870－

8511

　
　
　
T
E
L
　
097－

546－
7302


